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1 労働災害の現況（金沢労働基準監督署）

2

最小

過去25年で最多
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1 労働災害の現況（金沢労働基準監督署）

中毒

調整作業中

機械運転を停止せずに調整作業を行い被災する事例が多い！



4

1 労働災害の現況（金沢労働基準監督署）

交通事故による死亡災害が多発している！



死亡・重篤災害事例（火災）
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【災害発生状況】

木造二階建建物の造実工事現場において、既設石膏ボードに電動ドリルで穴を開けた際、削

孔した先にあった既設銅管に誤ってドリルが触れ、その際に発生した火花が断熱材に引火し、

火災が発生したもの。火は既設建屋の断熱材に燃え移り、被災者は退避できずに死亡した。



死亡・重篤災害事例（墜落・転落）
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【災害発生状況】

木造二階建建物の解体工事現場にて、

解体用つかみ機を用いて廃材のトラック

積込み作業中、長尺の木製梁材（約４

m）をトラック荷台に積み込もうとした

ところ、トラック運転席の屋根上へ退避

していた作業人に梁材が激突し、約２．

７m下のコンクリート床に転落し死亡し

た。

なお、被災者は保護帽を着用していな

かった。



・STOP！転倒災害プロジェクト
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・STOP！転倒災害プロジェクト
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・STOP！転倒災害プロジェクト



2021年4月1日

改正労働安全衛生法（令和７年５月１４日公布）
の主なポイントについて



労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ① (令和７年５月１４日公布）

(1) 注文者等の配慮

労働安全衛生法第3条第3項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期などに対す
  る配慮規定について、今回の法改正で、建設工事以外の注文者にも適用されることを明確化する。

(2) 混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

(特定)元方事業者が混在作業場所で、自社及び関係請負人等に雇用されている労働者の災害防止
のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該労働者から個人事業者
等(※)を含む作業従事者に拡大する。 (※) 個人事業者のほか、中小事業者の代表者又は役員も対象

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ず
  べき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとする。

改 正 内 容 １
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建設アスベスト訴訟の最高裁判決(令和3年5月)で、労働安全衛生法第22条（健康障害防止措置）は、
労働者だけでなく、同じ場所で働く労働者でない者も保護する趣旨との判断がされた。

これを踏まえて、同条に基づく省令の規定を改正した。（令和5年4月施行）

⇒ 安全衛生分科会での議論において、同条以外の規定のあり方、個人事業者等自身に
よる措置のあり方、注文者等による措置のあり方等について別途検討とされていた。

背 景

１．個人事業者等に対する安全衛生対策の推進

2025(R7).5.14施行

2026(R8).4.1施行
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建設アスベスト訴訟の最高裁判決を踏まえた個人事業者等に対する安全衛生対策の全体像

労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 (令和７年５月１４日公布）

第一弾

第三弾

第二弾



労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ② (令和７年５月１４日公布）

「混在作業場所」における
作業間の連絡調整

 

(3) 業務上災害報告制度の創設

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に報告
させることができることとした。
  報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は、今後、関連法令等により示すこととしている。

(4) 個人事業者等自身への義務付け

個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、① 構造規格や安
全装置を具備しない機械などの使用禁止、② 特定の機械などに対する定期自主検査の実施、③ 危
険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付ける。

(5) 作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け

「作業場所管理事業者」(※)に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事
者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必
要な措置を講ずることを義務付ける。 (※) 仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するもの
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2027(R9)1.1施行

2027(R9)4.1施行

2027(R9)4.1施行



労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ③ (令和７年５月１４日公布）

事業場におけるメンタルヘルス対策は、メンタルヘルス不調の未然防止の観点で、平成27年12月に
ストレスチェック制度が導入されたが、50人未満の事業場では努力義務にとどまっている。

背 景

２．職場のメンタルヘルス対策の推進

【厚生労働省ＨＰ】

「ストレスチェック等の

職場の職場における

メンタルヘルス対策」
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ④ (令和７年５月１４日公布）

ストレスチェックを全ての事業場に義務化

現行法では、ストレスチェックは労働者50人以上の事業場に義務付けられている

  (50人未満は当分の間、努力義務とされていた)ところ、これを全ての事業場に義務

   化する。

※ 小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、

◆ 50人未満の事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある
           実施体制・実施方法についてマニュアルを作成

◆ 医師による面接指導の受け皿となる「地域産業保健センター」(地さんぽ)の体制拡充

等の支援策を講じる。

   ※ 50人未満の事業場の負担等に配慮し、

十分な準備期間を設ける。

→ 施行期日は、公布後の３年以内

            に政令で定める日とする。

改 正 内 容 ２

公布後３年以内に政令で定める日から施行
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ⑤ (令和７年５月１４日公布）

◆ 化学物質管理については、物質の多様化や国際的な潮流に従い、化学物質ごとの個別具体
的な法令による規制から、事業者等による自律的な管理を基軸とする規制へ、安衛法体系
の抜本的見直しが行われた。(令和4年から政省令改正・順次施行)

◆ これにより、化学物質の譲渡・提供者による「危険・有害性情報の表示(ラベル)及び通知(SDS(※) 

   の交付等)」や事業者による「リスクアセスメントの実施」が必要となる化学物質が、令和8年4月に
  は、危険性又は有害性がある全ての化学物質(国際的基準に従い分類した約2,900物質)に拡大予定。

背 景

３．化学物質による健康障害防止対策等の推進
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※ ＳＤＳ：「安全データシート」
            (Safety Data Sheet)

化学物質を譲渡又は提供する際に、その化学
物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取
扱いに関する情報を、譲渡又は提供する相手方
に通知する文書。

※ ＧＨＳ：「化学品の分類および表示に関する
          世界調和システム」
  (Globally Harmonized System of  
   Classification and Labelling of Chemicals) 

日本では、日本産業規格Z7252(GHSに基づく化
学品の分類方法)において化学品の分類方法が定
められており、これに基づく分類判定の結果を
用いて、ラベル表示・SDS交付等の義務対象物質
を特定している。

【石川労働局ＨＰ】

「化学物質による労働災害防止

のための新たな規制について」

【厚生労働省ＨＰ】

「労働安全衛生法の新たな

  化学物質規制」パンフレット



労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ⑥ (令和７年５月１４日公布）

(1)危険性及び有害性情報の通知制度の通知制度の履行確保

化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知(ＳＤＳ：安全データシートの交
  付)の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則を新たに設ける。

また、通知事項を変更した場合の再通知を義務化する。

改 正 内 容 ３
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公布後５年以内に政令
で定める日から施行

(参考) 法定の表示・通知対象
 （リスクアセスメント対象）化学物質
 →「職場のあんぜんサイト」
   （表示・通知対象物質の一覧・検索）
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.htm

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html


労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ⑦ (令和７年５月１４日公布）

(2) 営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知

ＳＤＳについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性が
相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について、代替化学物質名等(※)

での通知を認める。
なお、代替化学名等での通知を行った事業者は実際の成分名等の情報についての

  記録・保存を義務付ける。
また、当該事業者は医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、

  直ちに成分名の開示を行うことを義務付ける。

(３) 個人ばく露測定の精度の担保

危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物質に
  にばく露している程度を把握するために行う「個人ばく露測定」について、その測定精度を担保す

るため、個人ばく露測定を作業環境の一部として位置づけ、有資格者（必要な講習を受講した作業
環境測定士など）が作業環境測定基準に従って行うことを義務付ける。
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2026(R8).4.1施行

2026(R8).10.1施行

※ 代替化学物質名等： 当該成分の化学名における成分の構造または構成要素を表す一部を省略・
置き換えた化学名などを言うが、詳細な代替化学名等の表示などについて
は、国が指針を定める予定。

なお、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき措置等については
非開示は認められない。



労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ⑧ (令和７年５月１４日公布）

◆ 休業４日以上の死傷者数は近年増加傾向にあり、この要因として、
高年齢労働者の労働災害の増加が挙げられる。

◆ 高年齢労働者は、他の世代と比べて労働災害の発生率が高く、災害が起きた際の休業期間が長い。

背 景

５．高年齢者の労働災害防止の推進

【厚生労働省ＨＰ】

「高年齢者の安全衛生

対策について」

(ｴｲｼﾞﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ)
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の
一部を改正する法律 ⑨ (令和７年５月１４日公布）

高年齢労働者の労働災害の防止の推進

高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な

措置を講ずることを事業者の努力義務とする。

また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るため

の指針を定めることとしており、事業者は、指針に基づいた取組を行う。

→ 現在、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」（エイジフレンドリー

ガイドライン）において、高年齢労働者の労働災害防止の取組を求めており、同ガイドラ

インを参考に指針を検討。

改 正 内 容 5
2026(R8).4.1施行
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【参考】現行のガイドラインの主な取組事項

① 安全衛生管理体制の確立 ◆ 経営トップによる方針表明と体制整備

◆ 高年齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施

② 職場環境の改善 ◆ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主にハード面の対策）

◆ 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主にソフト面の対策）

③ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握 ◆ 健康状況の把握 ◆ 体力の状況の把握

④ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

◆ 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた対応

                             ◆ 心身両面にわたる健康保持増進措置

⑤ 安全衛生教育 ◆ 高年齢労働者、管理監督署等に対する教育



一人親方等の安全衛生対策について（令和５年４月１日施行分）
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一人親方等の安全衛生対策について（令和７年４月１日施行分）
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職場における熱中症対策の強化について

令和 7年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されます
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職場における熱中症対策の強化について

令和 7年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されます
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職場における熱中症対策の強化について

令和 7年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されます
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職場における熱中症対策の強化について

令和 7年６月１日に改正労働安全衛生規則が施行されます
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